
 第７１号議案 

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条例第７号）の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 
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亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１６条の６中「６５０，０００円」を「６６０，０００円」に

改める。 

 第１６条の６の１０中「２４０，０００円」を「２６０，０００

円」に改める。 

 第２０条中「６５０，０００円」を「６６０，０００円」に、

「 ２ ９ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ３ ０ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、      

「 ５ ４ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ５ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、      

「２４０，０００円」を「２６０，０００円」に改める。 

 第 ２ ０ 条 の ４ 中 「 ６ ５ 万 円 」 を 「 ６ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、  

「 ２ ４ 万 円 」 を 「 ２ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、 「 １ ７ 万 円 」 を   

「１７０，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 

71-1 



 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１６条の６、第１６条の６の１０、

第２０条及び第２０条の４の規定は、令和７年度以後の年度分の

保険料について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料につい

ては、なお従前の例による。 
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亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例案要綱  

 

 

１ 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、次のとおり改正する

こと。  

⑴ 国 民 健 康 保 険 料 の 基 礎 賦 課 額 に 係 る 賦 課 限 度 額 を

６６０，０００円（現行６５０，０００円）に、後期高齢者支

援 金 賦 課 額 に 係 る 賦 課 限 度 額 を ２ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 現 行   

２４０，０００円）に改めること。  

⑵ 国民健康保険料を減額する所得判定の基準のうち、５割軽減

基 準 の 被 保 険 者 数 に 乗 ず る 金 額 を ３ ０ ５ ， ０ ０ ０ 円 （ 現 行  

２９５，０００円）に、２割軽減基準の被保険者数に乗ずる金

額を５６０，０００円（現行５４５，０００円）に改めること。  

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を定めること。  

 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行すること。  
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